（様式１の２）

棚倉町ふるさと納税返礼品提供事業者誓約書

　　年　　月　　日　

　棚倉町長　

所在地：　　　　　　　　　　　　　
事業者名：　　　　　　　　　　　　　
代表者（職名）　　　　　　　　　　　
　　　（氏名）　　　　　　　　　　　　　印

　自社が棚倉町ふるさと納税の返礼品（寄附者へ贈呈するお礼の品）提供事業者として採用されている期間中は、返礼品提供事業者として下記の事項を遵守することを誓約します。
　また、下記の事項に違反した場合は、返礼品の取扱いを停止されても異存ありません。

記

　１　返礼品登録に係る申請書類に記載した返礼品の内容に変更が生じる場合は、速やかに町が委託する事業者（以下、「委託事業者」という。）へ報告を行い、指示に従うこと。
　２　返礼品の配送遅延や不足などが生じないよう在庫管理を徹底すること。
　３　総務省が規定する地場産品基準（総務省告示第179号第5条）の要件を満たしていること。
　４　返礼品の地場産品基準や提供する返礼品に対して適用される各種法令（食品表示法、食品衛生法、製造物責任法、酒税法、著作権法、計量法、薬事法、不当景品類及び不当表示防止法、個人情報保護法等その他関係法令）に定める規定を遵守するとともに、遵守すべき事項が記載された書類（電磁的記録も含む）を整備し、提供事業者の登録がある限り保存すること。
　５　寄附者情報の取扱いに当たり、情報が流出することがないよう、個人情報は適正に管理すること。また、個人情報は返礼品の送付以外の目的で使用しないこと。万が一、個人情報の流出事案が発生した場合は、町へ速やかに報告すること。
　６　食品を提供する際には、食品返礼品の産地名を適正に表示すること。
　７　法令遵守を確認するため町より実地調査の依頼があった場合は、これに同意するとともに、町が調査に必要な書類の提出を求めた場合は、速やかに提出すること。
　８　産地偽装など重大な違反があった場合は自らの責任において、返金、代替品の提供等、以下の例を含め町と協議の上必要な対応を行うこと。
　　・町（委託事業者含む）から対象返礼品の品代・送料が振り込まれていた場合は返金を行う。
　　・対象返礼品が発送済みの場合、回収と代替品の提供を行う。
　９　前項に掲げる事項のほか、各種関係法令等に違反するなどにより、町に著しい損害（総務大臣が指定する「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定」の解除等により町が制度から除外されるなど）を与えた場合、町からの損害賠償請求に対し、一切の異議を申し立てないこと。
　10　返礼品登録後においても、次の場合、登録を解除し、取り扱いを停止する場合があること。
　（1）返礼品事業者が、町及び委託事業者に登録解除を申し出たとき。
　（2）国の制度変更等により、返礼品が国の基準に合致しなくなったとき。
　（3）登録内容に虚偽があったとき。
　（4）町又は寄附者に損害を及ぼす行為があったとき、又はその恐れがあるとき。
　（5）誓約に違反する行為があったとき。


